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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 30年６月 22日開催予

定の第 117回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ

いたします。 

 

記 

 

１.変更の理由 

（１）事業目的の追加 

   平成２９年９月１日に企業主導型保育所「フジＱキッズガーデン」を開設し、保

育対象を富士急グループ従業員に加え、地域枠を設け近隣住民の皆様にもご利用い

ただけることとしたことから、事業目的の明確化を図るため、現行定款第３条（目

的）に「保育サービス事業」を追加するものであります。 

 

（２）取締役任期の変更 

取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体

制を構築するため、現行定款第 21条（取締役の任期）に定める取締役の任期を２年

から１年に変更し、任期調整の規定を削除するものであります。また、現任取締役

の任期を明確にするため、附則を設けます。 

 

（３）その他 

   文言の一部変更を行うものであります。 

 

２．変更の内容 

   変更の内容は次のとおりであります。 



（定款新旧対照表）              （下線   は変更部分を示す。） 
現 行 定 款 変 更 案 

第１章 総 則 
 
第１条～第２条（条文省略） 
 
（目的） 
第３条 当会社は次の事業を営むをもって目

的とする。 
    （1）～（13） （条文省略） 
     （新設） 
    （14）前記各事業の発展上必要なる   

付帯事業 
     

当会社は前記目的事業を営むため必
要または有益であると認めたとき
は、他の会社の株式を所有すること
ができる。 

 
第４条～第１８条（条文省略） 
 

第４章 取締役および取締役会 
 
第１９条～第２０条（条文省略） 
 
（取締役の任期） 
第２１条 取締役の任期は、選任後２年以内

に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会終結の
時までとする。 

     ただし、任期満了前に退任した取
締役の補欠として選任された取締
役の任期は、退任した取締役の任
期の満了する時までとする。 

 
第２２条～第４４条（条文省略） 
 

（新 設） 

第１章 総 則 
 
第１条～第２条（現行どおり） 
 
（目的） 
第３条 当会社は次の事業を営むことを目的

とする。 
    （1）～（13） （現行どおり） 
    （14）保育サービス事業 
    （15）前記各事業の発展上必要な付

帯事業 
     

（現行どおり） 
 
 

 
 

第４条～第１８条（現行どおり） 
 

第４章 取締役および取締役会 
 
第１９条～第２０条（現行どおり） 
 
（取締役の任期） 
第２１条 取締役の任期は、選任後１年以内

に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会終結の
時までとする。 

      
 
 
 
 
第２２条～第４４条（現行どおり） 
 
附則 
第１条 第 21条の規定にかかわらず、平成 29

年 6月 22日開催の定時株主総会で選
任された取締役の任期は、平成 31年
開催の定時株主総会終結の時までと
する。本附則は、期日経過後これを
削除する。 

 
３．日程 
  定款変更のための株主総会開催日    平成３０年６月２２日 
  定款変更の効力発生日         平成３０年６月２２日 
 

以  上 
 
（お問い合わせ先） 

  富士急行株式会社 総務部  電話 0555（22）7112 


